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【改正雇用対策法が施行】

・企業が従業員を募集・採用す

るときの年齢制限が原則禁止さ

れます。

・外国人を雇う事業主に、氏名

や在留資格などの届出が義務付

けられます。

これまでも求人年齢制限に関

しては理由が必要でしたが、こ

れからはさらに厳しくなりそう

です。これを機会に自社の人材

戦略というものを改めて考えて

みるのもいいかもしれません。

【改正雇用保険法が施行】

・失業給付の受給資格を得る

のに必要な就労期間が6ヶ月か

ら1年に引き延ばされます。

・失業者への教育訓練給付制度

の補助率が一律20％(上限10万

円)に引き下げられます。

ようやく「ばら撒き」が見直

されます。一生懸命働いた者が

納めた保険料なので、有効に使っ

て欲しいものです。

【郵政民営化スタート】

今月から郵便局が民営化され

ました。いまだに賛否両論ある

ようですが、各種手数料の跳ね

上がりの現実を見ると、庶民に

は厳しいと感じます。

私の個人的な考えとしては、

預金と貯金は区別しています。

(郵便)貯金は国民の財産なので、

預金のように市場に晒すより、

国家が保証すべきものだと思い

ます。

【10月の事務予定】

・10月決算法人期末実地棚卸

・6月決算建設業決算変更届

・8月決算法人確定申告＆納税

・2月決算法人中間申告＆納税

・全国労働衛生週間

（10/1(月)～7(日)）

・秋祭り

Ｑ．バスの運転手がシートベ

ルトをしていないのは違法じゃ

ないの？

Ａ.現在の日本の法律では、シー

トベルトの着用は義務付けら

れています。しかし、道路交

通法第71条の3第1項で「やむ

を得ない理由があるとき」は

シートベルトをしなくても良

い、とされてるのです。では

「やむを得ない理由」とは、

この場合なんなのでしょう？

その理由とは、一つ目が運

行中に不測の事故が発生した

とき、乗客の安全を守るため

に、素早く行動ができるよう

にするため。二つ目が乗客が

シートベルトをしていない以

上、運転手だけが命を守るシー

トベルトをするわけにはいか

ない、と言うことです。

こうしたことから、私営公

営問わず、「シートベルトを

しないように」と指導してい

るそうです。でも、一応バス

にもシートベルトはついてい

ます（これも義務付けられて

いるため）。ただ、誰も装着

しないだけなのです。
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【新保証制度今月から実施へ】

中小企業にとって馴染みの

深い信用保証協会の新しい制

度が始まりました。今回の新

制度は、保証協会と金融機関

との間のやり取りに関するも

のであり、中小企業に直接関

わるものではありません。そ

の内容は、これまでの保証協

会による全額保証から、銀行

も一部保証を負担するという

ものです。

いままで銀行は保証協会さ

え利用していればリスク無し

で安穏としていられたのです

が、これからは融資のリスク

を丸ごと保証協会に投げるこ

とはできなくなり、貸倒があっ

た場合はその一部を銀行が負

担します。改めて言うまでも

なく、融資のリスクを融資し

た者が被るのは当たり前のこ

とであり、今までが異常であっ

たと言わざるを得ません。こ

れによって銀行の審査能力が

低落していったのも事実です。

なお、この制度開始によっ

て中小企業にとっては融資を

引き出し難くなるでしょう。

銀行が（リスクを取りたくな

いという）安全策をとって動

かなくなる可能性があるから

です。

しかし、中小企業としても

このまま手を拱いている訳に

はいきません。資金調達の方

法は常に考えておかなければ

ならないのが実態です。考え

られる主な対策は、しっかり

利益を計上できる体質にする

こと。そして、その体質を正

しく外部に表現できること。

要するに、手続き上の裏技や

ノウハウといった奇策ではな

く、経営の王道を歩くという

ことになるでしょう。

保証協会が中小企業にとっ

て重要な存在である一方、保

証協会を必要としない中小企

業が増えているのも事実です。

この事実の背景をよくよく考

えてみることも必要ではない

でしょうか。
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法務会計事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

る行政書士事務所です。

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 079-243-1231

FAX 079-243-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

行政書士・中川法務会計事務所


